
一般質問　

定 年 延 長 に よ る今 後 の 働 き 方 と 採 用
問 今 年 度 か ら 公 務 員 の

定 年 退 職 年 齢 が 段 階 的に

6 5歳 に 引 き 上 げ ら れ

る こ と に 伴 う 、 今 後 の
6 0歳 以 上 の 職 員 の 勤 務

形 態 と 新 規 職 員 の 採 用計 画 は 。町 長

今 後 の

6 0歳 以 上 の

職 員 の 勤 務 形 態 に つ いて は 、 組 織 の 新 陳 代 謝を 確 保 し 組 織 活 力 を 維持 す る 目 的 で 、

6 0歳 で

管 理 監 督 職 勤 務 上 限 年齢 制 い わ ゆ る 役 職 定 年制 に よ り 、 管 理 監 督 職以 外 の 職 へ 人 事 異 動 する こ と と な る 。 異 動 後は 係 長 職 の 職 責 を 担 い 、職 責 に 見 合 っ た 職 務 に

従 事 す る こ と と な る 。　
新 規 採 用 は 、 定 年 延

長 制 度 も 含 め た 今 後 の職 員 数 の 推 移 や 年 齢 構成 な ど を 考 慮 し な が ら 、今 後

1 0年 程 度 は 年

1名

以 上 の 採 用 を 継 続 し たい と 考 え て い る 。ミ ス マ ッ チ 防 止 の

今 後 の 取 り 組 み
問 採 用 ５ 年 以 内 の 若 年

の 離 職 者 も ５ 年 前 と 比較 し て 増 え て お り 、 数少 な い 採 用 者 の 中 で いか に 町 と の 業 務 内 容 のミ ス マ ッ チ を 防 ぎ 、 優秀 な 職 員 を 採 用 す る か 、新 た な 対 策 も 必 要 と なる 。 入 庁 希 望 者 へ の イン タ ー ン シ ッ プ 制 度 の導 入 や 勤 務 内 容 の 紹 介ペ ー ジ の 充 実 な ど を 行う 考 え は 。町 長

イ ン タ ー ン シ ッ プ

は 、 現 在 も 高 校 生 の 就職 体 験 な ど の 受 け 入 れを し て い る が 、 個 人 情報 保 護 の 観 点 か ら 、 牧場 や 認 定 こ ど も 園 な ど

の 現 業 部 門 で の 受 け 入れ に 限 ら れ て い る 。 さま ざ ま な 課 題 を ク リ アし た 後 に 実 施 に 向 け ての 検 討 を 進 め て い き たい 。　
ま た 、 現 在 の 受 験 希

望 者 は Ｓ Ｎ Ｓ な ど に より 情 報 収 集 を し て お り 、勤 務 内 容 の 紹 介 ペ ー ジも 含 め 、 Ｓ Ｎ Ｓ を 活 用し 、 受 験 希 望 者 と の ミス マ ッ チ 防 止 に 努 め る 。

人 事 評 価 面 談 時
キ ャ リ ア 形 成 面 談問 リ ク ル ー ト 就 職 み ら

い 研 究 所 の 今 春 の 就 職が 確 定 し た 学 生 へ の 調査 で は 、 自 ら の 知 識 や経 験 を 糧 に 希 望 す る 地域 で 成 長 す る こ と を 求め て い る 傾 向 が 見 て 取れ る 。　
異 動 希 望 調 書 の 導 入

や 職 員 の キ ャ リ ア 形 成に 関 す る 定 期 面 談 な どを 行 い 、 職 員 の 希 望 を把 握 し 、 成 長 を 実 感 でき る 職 場 づ く り を 進 める 考 え は 。

町 長

異 動 希 望 調 書 は 、

ポ ス ト の 数 に 限 り が ある こ と か ら 、 現 在 の とこ ろ 導 入 す る 考 え は ない が 、 年 ３ 回 の 人 事 評価 面 談 を 活 用 し 、 職 員の 希 望 を 聞 き な が ら 自己 形 成 が 実 感 で き る 職場 環 境 づ く り を 進 め る 。来 年 春 に 機 構 改 革
問 町 長 が 来 年 度 取 り 組

む と 明 言 し て い る 「 地域 課 題 や 特 定 課 題 に 柔軟 に 対 応 で き る 組 織 改編 」 の 狙 い は 。町 長

担 当 部 署 が 複 数 課

に ま た が る 課 題 に 対 して 新 設 を 含 む 担 当 部 署の 明 確 化 を 行 う こ と や 、各 課 が 抱 え る 同 系 統 の課 題 を 一 元 管 理 し 、 計画 的 に 課 題 解 決 を す る部 門 の 創 設 。 行 政 運 営の 効 率 化 に 対 応 す る 部門 を 設 け 、 職 員 が よ り町 民 の 声 に 直 接 応 え るこ と が で き る 環 境 整 備を 実 施 す る 。

渡 邉 議 員 の 一 般 質 問 を 視 聴 で き ま す

２ 月 は １ か 月 間

育 児 に 専 念 し ま す

問

町 長

定 年 延 長 後 の 新 規 採 用 計 画 は

1 0 年 は 年 1 名 以 上 の 採 用 を 継 続

渡
わ た な べ
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